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弓

鎌
倉
の
初
期
、
榮
西
輝
師
に
よ
つ
て
輝
家
が
傳

へ
ら
れ
た
こ
と
は
、
我
が
國
の
宗
教
史
上
は
云
ふ
ま
で
も
な
く
、

建
築

・
工
藝

・
藝
術
等
所
有
る
方
面
に

一
大
轄
換
の
契
機
と
な

つ
た
の
で
あ
る
。
初
唐
以
來
漸
次
登
展
し
來

つ
た

支
那
の
職
は
、
幾
度
か
我
が
國
に
傳

へ
ら
れ
た
け
れ
ど
も
、
眞
に
我
が
國
民
の
力
と
し
て
の
生
命
は
持
績
さ
れ
な

か
つ
た
。
宋
代
に
至
つ
て
灘
の
勢
力
天
下
を
席
捲
し
、

一
葦
帯
水
の
我
が
國
に
傳

ふ
可
き
俊
傑

の
出
現
を
待
ち

つ

～
あ

つ
た
時
で
あ
り
、
我
が
國
の
状
勢
は
政
治
上
の
鍵
改
と
共
に
諸
事

一
新
の
氣
澁
り
、
宗
敏
上
に
於
て
も
奮
來

の
堕
勢
に
甘
ん
ず
る
こ
と
は
出
來
な
い
氣
運
の
時
で
、
此
の
時
勢

に
鷹
じ
て
出
世
し
、
大
任
を
果
し
た
人
が
榮
西

縄
師
で
あ
る
。
帥
ち
榮
西
灘
師
の
人
格
學
識
手
腕
を
侯
つ
て
初
め
て
蕾
勢
力
の
屡
迫
妨
害
を
排
除
し
て
我
が
國
に

職
宗
流
布
の
基
礎
が
確
立
さ
れ
た
の
で
あ

つ
て
、
其
れ
以
後
の
道
元

・
聖
二

・
蘭
漢

・
祀
…元
等
の
名
匠
は
、
榮
西

の
築
い
た
基
礎
の
上
に
灘
の
殿
堂
を
完
成
し
た
も
の
と
言
ふ
可
き
で
あ
る
。
從
つ
て
榮
両
縄
師
の
研
究
は
狭
く
暉

宗
吏
上
の
み
な
ら
す
、
我
國
文
化
更
上
に
重
大
な
地
位
を
占
む
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
ふ
を
倹
た
ぬ
所
で
あ
る
。

東
大
寺
再
建
と
榮
西
輝
師

(
一
)
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東
大
寺
再
建
と
榮
西
輝
師

(
二
)

今

は
榮
西
灘
師

の
特

に
建
築

に
關

係
あ

る
部
分
を
研
究

し
て
我
が
國
灘
宗
初
祀

の
面
影
を
偲

ぷ
こ
と

、
す

る
。

準
氏
の
專
横
に
封
し
て
第

一
蜂
を
墨
げ
た
者
は
源
三
位
頼
政
で
あ
つ
た
、
頼
政
が
事
を
構
ふ
る
に
當
つ
て
園
城
寺

興
幅
寺
等
の
兵
と
語
ら

い
た
る
の
故
を
以
て
、

一
度
び
兵
破
る
～
や
、
李
家
は
治
承
四
年
十
二
月
重
衝
を
し
て
南
都

を
攻
略
せ
し
め
、
二
十
八
日
東
大
寺

・
興
頑
寺
の
二
大
寺
を
嶢
き
、
荘
園
を
没
牧
し
、
所
謂
る

「
佛
法
破
滅
」
を
敢

て
し
、
南
都
佛
教
徒
の
深
怨
を
買
ひ
、
源
李
盛
衰
記
な
ど
に
此
の
問
の
状
況
が
詳
記
さ
れ
て
居
る
。

後
白
河
法
皇
は
東
大
寺
の
焼
失
を
深
く
悲
み
給
ひ
、
治
承
五
年
春
復
興
の
計
を
立
て
、
六
月
に
は
藤
原
行
隆
に
造

寺
長
官
の
大
命
を
下
し
、
諸
司
を
任
命
さ
れ
た
。
時
に
高
野
山
重
源
上
人

(
榮
西
の
第

一
回
入
宋
の
時
同
船
で
蹄
國

し
、
後
に
榮
西
か
ら
菩
薩
戒
を
授
け
ら
れ
た
人
)
は
夢
想
を
威
じ
、
行
隆
を
邸
に
訪
ひ
、
東
大
寺
友
儘
積
ん
で
山
の

如
く
、
毘
盧
遮
那
佛
の
首
落
ち
、
手
散
ぜ
る
を
拝
し
て
愁
歎
止
み
難
き
心
情
を
述
べ
た
の
で
、
行
隆
は
重
源
の
爲
人

を
知

つ
て

法
皇
に
渤
進
の
論
旨
を
奏
請
し
、
藪
に

法
皇
は
重
源
を
召
し
て
大
働
進
の
宣
旨
を
賜
ひ
、
左
の
勅
語

を
下
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

夫
れ
天
下
の
富
有
る
者
は
膜
な
り
、
天
下
の
勢
あ
る
者
は
膜
な
り
、
其
の
富
と
勢
と
、
以
て
將

に
縄
念
を
助
け
亦

た
本
願
に
答

へ
ん
と
す
。
聖
鑑
の
業
思
ふ
て
大
善
知
識
の
勘
進
を
唱
ふ
べ
し
、
上
は
王
侯
相
將
よ
り
、
下
は
輿
憧

草
隷
に
及
ぶ
ま
で
、
毎
日
盧
遮
那
佛
を
三
拝
し
て
、
各
當
に
念
を
存
じ
て
手
自
ら
盧
遮
那
佛
を
造
る
べ
き
な
り
、
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昔

聖
武
天
皇
志
兼
濟

に
存
し
、
誠
に
利
生
に
切
な
り
、
内
騨
通
を
所
り
、
外
法
界
を
勧
め
、
練
論

の
命
を
降
し

は
る
か

て
廣
大
の
善
を
途
げ
た
ま
ふ
。
緬
に
奮
規
を
尋
ね
て
古
跡
を
復
す
可
し
、

一
粒
牛
鑓
と
錐
も
、
寸
鐵
尺
木
と
錐
も

施
與
す
る
者
は
世
々
生
々
在
々
所
々
必
す
妙
力
に
依

つ
て
長
く
景
幅
を
保
た
ん
、
彼
の
泰
山
は
撮
埃
を
嫌
ふ
こ
と

無
き
が
故
に
起
雲
の
峯
・を
愚
み
、
互
海
は
細
流
を
厭
は
す
、
故
に
浮
天
の
浪
を
激
す
、
況
や
時
澆
に
臨
み
、
俗
淳

素
に
非
す
、
共
に
興
立
の
思
を
拗
ま
し
、
同
じ
く
菩
提
の
因
を
結

ぶ
こ
と
今
此
の
時
に
在
り
、
己
に
斯
の
善
に
與

り
、
幸

に
膜
の
勘
進

に
遇
ふ
者
、
豊
に
民
の
良
縁
に
非
ず
や
、
然
れ
ば
則
ち
率
土
の
濱
法
雨
に
需
ひ
以
て
花
膏
を

伸
ひ
、
普
天
の
下
恵
風
に
染
み
、
以
て
栗
陸
に
同
じ
、
五
畿
七
道
諸
國
々
司
此
の
事
に
因

つ
て
百
姓
を
侵
擾
せ
し

む
る
こ
と
莫
れ
、
遽
纒
に
布
告
し
て
膜
が
意
を
知
ら
し
む
。

右
は

聖
武
帝
の
自
他
兼
濟
の
大
精
神
を
織
承
し
て
庶
民

に
ま
つ

一
粒
牛
鏡
寸
鐵
尺
木
と
錐
も
施
與
し
て
世

々
生
々

大
畳
の
因

た
ら
し
め
む
と
の
鴻
大
な
る
聖
意
に
基
い
た
も
の
で
あ
る
。
。

然
る
に
此
の
東
大
寺
復
興
大
勘
進
任
命
に
至
る
ま
で
に
就
い
て
古
來
異
読
あ
り
、

一
は
葉
上
房
榮
西

に
大
命
が
下

り
、
榮
西
が
其

の
弟
子
俊
乗
房
重
源
を
推
せ
り
と
言

ふ
説
と
、

一
は
源
塞
に
勅
命
下
り
、
源
空
が
其

の
弟
子
重
源
を

推
せ
り
と
言

ふ
説
と
で
あ
る
。
第

一
読
は
虎
關
師
錬
の
圭
張
で
あ
つ
て
①
紙
木
謄
に
、

東
大
寺
を
造
り
し
時
、
葉
上
信
正
(
榮
西
)を
大
勘
進
と
せ
ん
と
す
、
此
の
時
葉
上
云
く
、
我
は
早
く
年
よ
り
て
の

ち
、
我
が
眞
言
の
弟
子
に
俊
乗
房
と
云
ふ
者
あ
り
、
彼
の
仁
左
様
の
さ
い
か
く
を
爲
し
可
き
な
り
と
言

つ
て
、
俊

東
大
寺
再
建
と
榮
西
暉
師

(三
)
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東
大
寺
再
建
と
榮
西
暉
師

(四
)

乗
を
大
勧
進
と
爲
す
云
云
。

と
。
第

二
説
は
源
李
盛
嚢
記
第
二
十
五
に
、

東
大
寺
炎
上
の
後
、
大
佛
殿
造
螢
の
御
沙
汰
あ
り
、
左
少
辮
行
隆
朝
臣
、
奉
行
す
べ
き
由
え
ら
ば
れ
け
り
。
中
略

叉
東
大
寺
の
大
勧
進
の
仁
、
誰
に
か
仰
せ
附
く
べ
き
と
議
定
あ
り
、
當
世
に
は
黒
谷
の
源
塞
は
戒
徳
天
に
覆
ひ
、

慈
悲
普
う
し
て
、
人
墨

つ
て
佛
の
思
を
な
す
、
彼
の
法
然
房
に
仰
せ
含
め
ら
る
べ
き
か
と
、
諸
卿
推
基
し
申
し
け

れ
ば
、
法
皇
.即
ち
行
隆
朝
臣
を
以
て
、
大
勘
進
を
勤
む

べ
き
の
由
仰
せ
下
さ
る
。
法
然
房
院
宣
の
御
返
事
申
さ
れ

け
る
は

「
源
塞
、
山
門
の
交
衆
を
止
め
て
林
泉

の
幽
居
を
占
む
る
事
、
偏

へ
に
念
佛
修
行
の
爲
な
り
、
若
し
大
勘

進
の
職
に
候
は

ゴ
、
定
め
て
劇
務
萬
端
に
し
て
、
自
行
成
就
せ
じ
」
と
。
堅
く
僻
し
申
さ
れ
け
り
。
重
ね
て
院
宣

に
は

「
門
徒
の
信
中
に
器
量
の
仁
あ
り
や
、
基
し
申
す
べ
し
。」
と
仰
せ
下
す
。
法
然
房
暫
く
案
じ
て
、
上
の
醍
醐

に
お
は
し
け
る
俊
乗
房
重
源
を
招
き
奇

せ
て
、
院
宣
の
趣
申
し
含
め
給
ひ
け
れ
ば
、
左
右
な
く
領
掌
し
給

へ
り
。

則
ち
こ
れ
を
墨
し
申
さ
れ
け
れ
ば
、
俊
乗
房
院
宣
を
賜
は
つ
て
、
大
勧
進
の
上
人
に
定
ま
り
け
り
、
俊
乗
房
院
宣

を
帯
し
て
、
法
然
房

へ
謬
じ
て
か
く
と
申
し
た
り
け
れ
ば
宣
び
け
る
は

「
相
構

へ
て
御
房
大
銅
に
食
は
れ
て

一
大

事
の
往
生
忘
る
べ
か
ら
す
、
若
し
勧
進
成
就
あ
ら
ば
、
御
房
は

一
定
の
権
者
な
り
。」
と
申
さ
れ
け
る
が
、
事
故
な

く
途
げ
給
ひ
に
け
り
。
さ
れ
ば
勧
進
俊
乗
房
、
奉
行
行
隆
、
共
に
徒
人

に
は
あ
ら
じ
と
人
首
を
傾
け
り
、
笠
置
の

解
脱
上
人
貞
慶
、
大
佛
の
俊
乗
和
伺
重
源
爾
人
は
道
念
内

に
催
し
、
慈
悲
外
に
普
し
、
人
み
な
佛
の
思
を
成
し
け
る
。
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此
の
第
二
読
は
重
源
を
法
然
の
弟
子
と
し
、
法
然
の
推
墨
に
よ
る
と
な
し
た
も
の
で
あ
る
。

今
何
れ
が
是
な
り
や
俄
か
に
定
め
が
た
い
、
重
源
が
榮
西

・
法
然
に
師
事
し
た
こ
と
は
共
に
認
め
ら
れ
る
所
で
あ

る
け
れ
ど
も
、
重
源
は
榮
西
よ
り
二
十
歳

・
法
然
よ
り
十
二
歳
年
長
で
あ
つ
た
か
ら
、
虎
關
が
年
老
の
故
を
以
て
自

ら
事
を
幹
す
る
を
僻
し
て
法
弟
を
推
し
た
と
云
ふ
説
に
は
何
等
か
の
誤
が
俘

ふ
も
の
と
言
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

重
源
に
斯

く
大
命
が
下
る
と
共
に
、
頼
朝
に
勅
を
賜
は

つ
て
大
業
完
成
外
護
を
命
ぜ
ら
れ
た
。
②
吾
妻
鏡
並
に
④
東
大

寺
雑
集
録
中
に
牧
め
ら
る
～
頼
朝
の
歎
通
の
書
釈
は
善
く
此
の
間
の
事
情
を
語
る
も
の
で
あ
る
。
頼
朝
は
全
國
に
亘

る
化
緑
を
希
望
し
、
更
に
自
ら
進
ん
で
關
東
勧
進
の
御
使
と
し
て
相
ひ
働
む
べ
し
と
契

っ
た
。

重
源
は
先
づ
大
般
若
六
百
雀
を
浮
爲
し
て
伊
勢
大
廟
に
納
め
法
樂
に
供
し
、
以
て
大
事
成
就
に
冥
助
を

乞

ふ

て
居

る
。
(
俊
乗
上
人
奉
納
大
般
若
伊
勢
紳
宮
記

一
巻
大
日
本
佛
敏
全
書
に
牧
録
)即
ち

一
車
を
造

つ
て
車
の
左
に
前
掲
の

詔
命
を
、
右
に
化
縁
の
疏
を
貼
布
し
て
普
く
州
縣
を
巡
遊
し
て
萬
民
に
喜
捨
の
勝
縁
を
結
ば
し
め
、
か
く
て
壽
永
二

年
に
は
宋
の
陳
和
卿
を
し
て
鋳
造
の
事
を
司
ら
し
め
、
二
月
に
先
づ
大
佛
の
右
手
を
、
四
月
に
御
頭
を
鋳
、
首
尾
三

十
九
日
、
治
鋳
十
四
度
で
鋳
範
の
功
全
く
成
り
、
是
と
相
侯

つ
て
大
殿
の
造
螢
に
心
謄
を
砕

い
た
の
で
あ
る
。
丈
治

元
年
八
月
二
十
三
日
東
大
寺
開
眼
供
養

に
上

つ
た
④
重
源
上
人
の
敬
白
文
に
は
其

の
信
念
の
躍
如
た
る
も
の
が
現
は

れ
て
居
る
。

頼
朝
は
、
八
木

一
萬
石
、
沙
金

一
千
爾
、
上
絹

一
千
疋
を
奉
加
物
と
し
て
迭
り
此
の
業
を
助
け
た
。
當
時
の
頼
朝
の

京
大
寺
再
建
と
榮
西
縄
師

(五
)
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東
大
寺
再
建
と
榮
西
藤
師

(六
)

身
邊
を
見
る
に
、
天
下
未
だ
全
く
準
定
せ
る
に
非
す
、
奥
朋
に
は
藤
原
氏
の
蠕
居
せ
る
あ
り
、
西
海
の
地
亦
た
穏
か

な
ら
す
、
範
頼
を
將
と
し
て
各
地
に
轄
戦

せ
し
む
る
も
軍
資
糧
食
の
窮
乏
極
に
達
し
、
兵
の
或
は
甲
冑
を
費

つ
て
以

て
小
船
に
代

へ
て
進
む
も
あ
り
、
或
は
和
田
義
盛
兄
弟
を
以

て
し
て
術
ほ
且
つ
触
乏
に
堪

へ
す
と
言
つ
て
戦
地
か
ら

柾
げ
て
蹄
國
せ
ん
と
決
心
せ
し
め
た
程
で
、
物
資
督
促
の
爲
め
使
者
西
海
と
鎌
倉
の
地
を
頻
々
と
往
來
し
て
居

つ
た

問
に
此
の
寄
進
は
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

文
治
元
年
八
月
大
佛
像
先
づ
成
り
、
上
皇
親
臨
し
て
開
眼
の
儀
を
行
は
し
め
ら
れ
、
衣
い
で
建
久
六
年
に
は
最
大
建

築
で
あ
る
大
殿
並
に
中
門
成
り
し
を
以
て
頼
朝
は
是
を
機
と
し
、

一
は
京
都
方
に
威
を
示
す
爲
め
、

一
は
結
縁
の
爲

め
に
豪
肚
を
極
め
た
儀
杖
を
從

へ
て
入
洛
し
、
南
し
て
盧
遮
那
佛
を
拝
し
た
の
で
あ
る
。
共
の
盛
儀
は
①
吾
妻
鏡
、

東
大
寺
造
立
供
養
記
等
に
詳
記
さ
れ
て
居
る
。

降

つ
て
建
仁
三
年
十

一
月
に
至
つ
て

金
色
六
丈
観
世
音
虚
察
藏
二
菩
薩
像
、
新
造
立
石
像
八
尺
菩
薩
各

一
躰

彩
色
四
丈
三
尺
四
天
王
像
各

一
躰

左
右
登
廊

・
四
面
歩
廊

・
東
樂
門

・
西
樂
門

・
南
大
門

・
鎮
守
八
幡
宮
等
。

右
概
ね
完
成
し
た
か
ら
し
て
落
慶
を
機
と
し
て
千
信
供
養
會
を
催
し
、
後
鳥
朋
上
皇
親
し
く
臨
幸
あ
り
、

⑥
御
願
文

中
に
重
源
上
人
の
徳
を
歎

へ
ら
れ
て
居
る
の
で
あ

つ
て
、
時
人
こ
と
は
ざ
し
て
、
智
恵
第

一
法
然
房
、
持
律
第

一
葉
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上
房
(
榮
西
)
支
慶
(
建
築
等
)
第

一
俊
乗
房
(
重
源
)
慈
悲
第

一
阿
謹
房
と
言

つ
た
の
で
あ
る
が
、
是
は
全
く
重
源
の
東

大
寺
建
立
の
手
腕
を
褒
美
し
た
も
の
で
あ
る
。

斯
の
如
く
重
源
は
東
大
寺
復
興
の
大
部
分
を
完
成
し
た
け
れ
ど
も
、
然
し
共
の
悉
く
を
成
就
し
た
の
で
は
な
い
、
其

の
後
を
受
け
て
努
力
し
た
の
が
榮
西
藤
師
で
あ
る
。
興
灘
護
國
論
序
並
に
榮
西
入
唐
縁
起
等
に
重
源
の
寂
後
其

の
業

を
受
け
縫
い
だ
旨
を
記
し
て
居
る
か
ら
し
て
輝
師
が
東
大
寺
に
關
係
さ
れ
た
年
次
を
確
定
す
る
に
は
先
づ
重
縄
の
寂

年
を
確
定
し
て
置
く
必
要
が
あ
る
。

蜘
も
重
源
の
寂
年
に
關
し
て
は
三
読
あ
る
。

一
、
建
久
六
年
六
月
(
西
紀

一,
一
九
五
)

二
、
元
久
二
年
六
月
(
西
紀

一
ご
〇
五
)

一二
、
建
・永
輔兀
年
山ハ
一月
(
西
紀

一
二
〇
⊥ハ
)

第

一
説
は
法
然
上
人
行
歌
書
圖
第
四
十
五
、
本
朝
高
信
傳
第
六
十
五
の
読
で
あ
る
が
、
誤
な
る
こ
と
は
次
の
四
黙
か

ら
論
謹
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

イ
、
①
東
大
寺
諸
伽
藍
略
録
中
に
、

一
、
俊
乗
上
人
自
筆
掛
物

一

幅

八
幡
大
菩
薩
御
座

建
久
八
年
十

一
月
日
造
東
大
寺
大
勘
進
大
和
荷
南
無
阿
彌
陀
佛

京
大
寺
再
建
と
榮
西
輝
師

(七
)
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東
大
寺
再
建
と
榮
西
藤
師

(
八
)

一
、
同

所

持

鉦

鼓

裏

書
東
大
寺
末
寺
渡
部
浮
土
堂
迎
講
鉦
鼓
五
之
内

建
久
九
年
二
月
二
日
大
和
術
南
無
阿
彌
陀
佛

と
記
し
あ
り
て
、
俊
乗
房
重
源
が
造
東
大
寺
大
勘
進
大
和
尚
南
無
阿
彌
陀
佛

の
名
を
以
て
、
建
久
八
年
並
に
同
九
年

の
月
日
を
自
記
せ
る
事
實
は
、
其
の
没
年
が
建
久
六
年
以
後
で
あ
る
こ
と
は
言
ふ
ま
で
も
な

い
。

ロ
、
建
仁
三
年
(
西
紀

一
二
〇
三
)
七
月
屡
議
藤
原
親
経
を
し
て
作
進
せ
し
め
ら
れ
し
、
上
皇

⑧
東
大
寺
落
慶
供
養
御

願
文
中
に

帥
ち
彼
の
上
人
(
重
源
)
を
號
し
て
、
殊
に
大
和
尚
と
爲
す
、
佛
儀
を
重
キ
る
に
依
つ
て
な
り
、
大
功
を
賞
す
る
に

依
つ
て
な
り
、
爾
來
(
建
久
六
年
)
八
九
廻
縄
墨
暫
く
も
癬
る
こ
と
な
く
、
良
材
衝
震
を
探
り
、
百
撲
千
柱
聚
め
て

雲
の
如
し
、
妙
匠
班
唾
を
揮
び
殊
形
誰
製
之
を
成
す
こ
と
日
な
ら
す
、
廣
表
奮
基
を
改
め
す
と
錐
も
、
輪
奥
猫
ほ

巧
思
を
加
ふ
。
…
…
錦
も
大
和
荷
深
く
性
淵
を
圖
る
に
堪

へ
、
高
致
を
器
宇
に
構

へ
、
善
く
誘

つ
て
少
民
を
債
し

て
財
を
傷
ら
す
、
力
を
奪
は
す
、
容
易
に
し
て
大
螢
を
成
す
は
口
宣
ぶ
る
所

に
非
す
、
心
測
る
所
に
非
す
、
債
ら

思

ふ
に
末
代
濁
世
の
不
思
議
な
り
、
謂

つ
可
し
、
本
願
叡
智
の
能
く
致
す
所
な
り
と
。
…
…
重
ね
て
請

ふ
、
勧
進

大
和
荷

,
願
行
と
も
に
圓
満
な
ら
ん
こ
と
を
云
云
。
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と
有

つ
て
、
上
皇
が
重
源
の
勢
を
槁
ら
は
せ
給
ふ
て
最
後
に

「
勧
進
大
和
街
願
行
と
も
に
圓
満
な
ら
ん
こ
と
を
」
と

宣
せ
給
ふ
あ
た
り
、
此
の
文
の
作
製
さ
れ
た
建
仁
三
年
に
は
街
ほ
重
源
の
生
存
を
示
す
も
の
で
、
此
の
年
は
建
久
六

年
よ
り
後
る
～
こ
と
八
年
で
あ
る
。

ハ
、
更
に
動
か
す
可
ら
ざ
る
事
實
は
、
近
江
胡
宮
紳
肚
に
現
に
藏
せ
る
五
輪
寳
塔
並
に
寄
附
状
に
記
さ
れ
た
る
文
で

あ
る
、
曰
く

重

源

寄

附

状

奉

邊

敏

満

寺

東
寺
御
含
利

一
粒

弘
法
大
師
請
來

金
銅
蓮
垂
之
左
羅

一
口

同
加
比

一
支

織
物
打
敷

一
帖

建
久
九
年
十
二
月
十
九
日
大
和
爾
花
押

謹
上

木
幡
執
行
御
房

五
輪
寳
塔
底
部
刻
文
に
曰
く

奉
施
入
近
江
國
敏
満
寺
本
堂

東
大
寺
再
建
と
榮
西
輝
師

(九
)
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東
大
寺
再
建

と
榮
西
隙
師

(
一
〇
)

金
銅
五
輪
賓
塔
壼
壷
於
其
中

奉
レ安
昌量
佛
會
利
武
粒
一之
状
如
レ件

建
久
九
年
戊
午
十
二
月
日

造
東
大
寺
大
和
荷
南
無
阿
彌
陀
佛
記

と
あ
り
、
此
の
寳
塔
刻
文
中
に
所
謂
佛
含
利
武
粒
は
寄
附
状
の
東
寺
御
含
利

一
粒
と
言

へ
る
も
の
で
あ
り
、
寳
塔
と

寄
附
状
と
は
正
し
く

一
具
の
も
の
で
あ

つ
て
、
建
久
九
年
に
重
源
の
生
存
せ
る
こ
と
を
讃
明
し
、
六
年
入
寂
読
の
誤

な
る
こ
と
明
か
で
あ
る
。

二
、
東
大
寺
凝
然
大
徳
作
の
圓
照
上
人
行
状
に

然
治
承
四
年
源
李
兵
齪
東
大
興
幅
皆
遇
昌回
緑
"。
戒
壇
堂
宇
成
成
昌次
燈
一。
其
後
大
和
伺
位
重
源
上
人
随
呂行
基
菩
薩

之
先
規
'。
補
"東
大
寺
大
勧
進
職
一。
進
大
佛
殿
並
廊
等
造
功
己
畢
。
建
久
八
年
丁
巳
造
昌立
戒
壇
金
堂
鞠。

是
亦
た
建
久
八
年
に
重
源
生
存
し
て
戒
壇
金
堂
を
建
立
し
た
こ
と
を
謹
し
た
も
の
で
あ
る
。

第
二
説
は
⑧
四
箇
大
寺
古
今
傳
記
拾
遺
要
新
書
の
読
で
あ
る
、
同
書
に

仁
安
二
年
丁
亥
七
十
九
代
六
條
院
之
治
。
重
源
時
四
十
八
歳
。

と
言
ひ
、
叉
た

東
大
寺
刻
屋
紀
読
、
俊
乗
房
乙
丑
六
月
五
日
於
昌刻
屋
寂

す
、
年
八
十
六
と
云
云
、
然
ら
ば
生
年
は
保
安
元
庚
子
出
生
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な
り
、
法
然
上
人
に
は
年
十
三
の
年
老
な
り
。
依
古
の
説
東
大
寺
再
興
の
物
、
文
治
元
年
重
源
六
十
六
。
同
七
十

六
元
久
二
年
寂
。
八
十
六
。
於
昌東
大
寺
一。
今
新
藏
屋
阿
彌
陀
。
則
重
源
臨
絡
佛
是
也
云
云
。

東
大
寺
刻
屋
記
読
な
る
も
の
は
相
當
有
力
な
説
で
あ
る
け
れ
ど
も
同
書
は
既
に
底
本
と
東
本
と
相
違
甚
し
き
を
以
て

雨
説
を
掲
げ
、
元
久
二
年
読
は
其
の

一
読
で
あ
り
、
且
つ
本
書
の
牧
録
は
重
源
寂
後
四
百
五
十
絵
年
の
蒐
集
な
る
こ

と
を
記
し
て
居
る
か
ら
し
て
信
を
措
く
債
値
少
な
き
も
の
と
言
は
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
第
三
読
は
重
源
と
生
前
最

も
關
係
深
き
榮
西
自
叙
入
唐
縁
記
中
に
記
さ
る
～
所
で
あ

つ
て
、
最
も
貴
重
且
つ
有
力
な
る
吏
料
で
あ
る
建
仁
寺
塔

頭
爾
足
院
藏
の
高
峰
東
暖
牧
録
に
か
～
る
榮
西
灘
師
自
叙
入
唐
縁
起

に
、

仁
安
三
年
(
西
紀

一
一
六
八
)重
源
和
荷
と
同
じ
く
育
王
山
に
詣
り
、
含
利
殿
修
造
の
事
を
請
ふ
、
帥
ち
其
の
年
同

船
に
上
り
て
蹄
朝
せ
り
、
彼
の
上
人
其
の
時
四
十
八
、
予
(
榮
西
)は
二
十
八
な
り
、
蹄
朝
の
後
は
行
會
の
慮
毎
に

菩
薩
戒
を
授
く
、
懸
に
隔
た
れ
る
の
兄
な
り
と
錐
も
予
に
從
つ
て
菩
薩
戒
を
受
け
ら
る
、
道
心
純
熟
の
人
な
る
か
、

叉
た
宿
習
の
然
ら
し
む

る
と
こ
ろ
か
、
建
永
元
年
丙
寅
歳
(
西
紀

一
二
〇
六
)
和
街
重
病
な
り
、
最
後
の
時
に
臨
み

至
り
訪
ね
し
に
、
最
後
の
授
戒
と
稽
し
て
菩
薩
戒
を
受
け
ら
る
、
其
の
年
六
月
五
日
没
化
す
、
行
年
八
十
六
な
り

彼
の
人
存
生
の
時
は
舎
て
東
大
寺
の
事
を
申
し
合
は
さ
す
云
云
。

右
は
榮
西
輝
師
七
十
五
歳
の
時
に
記
さ
れ
た
も
の
で
、
灘
師
第

一
回
入
宋
に
際
し
て
宋
地
に
於
て
適
ま
會
し
、
上
人

の
態
慧
に
依
つ
て
共
に
蹄
國
し
、
爾
後
爾
者
の
關
係
は
菩
薩
戒
の
授
受
に
關
し
て
親
密
な
り
し
こ
と
を
示
し
て
居
る
。

東
大
寺
再
建
と
榮
西
輝
師

(
一
一
)
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ぐ

東
大
寺
再
建
と
榮
酉
輝
師

(
=

一
)

　

　

ゆ

四
箇
大
寺
古
今
傳
記
拾
要
新
書
の
前
引
第
二
読
は
元
久
三
年
(
元
久
三
年
四
月
建
永
と
改
元
)
と
有
る
べ
き
を
元
久
二

　年
と
誤
り
是
に
干
支
を
當

て
嵌
め
漸
次
逆
算
し
て
法
然
の
年
と
比
較
し
、
叉
た
文
治
元
年
東
大
寺
大
佛
供
養
、
上
皇

臨
幸
の
年
、
並
に
建
久
六
年
の
大
佛
供
養
の
年
に
及
び
寂
年
を
算
出
し
た
も
の
で
あ
つ
て
、
生
前
直
接
交
捗
の
深
か

つ
た
榮
西
灘
師
の
入
唐
縁
起
に
比
べ
て
遜
色
あ
る
を
免
れ
す
、
故
に
重
源
の
寂
年
は
建
永
元
年
と
す
る
が
正
し
い
の

で
あ
る
。
高
野
春
秋
第
七
に

建
永
元
年
夏
六
月
日
俊
乗
房
重
源
題
阿
彌
陀
上
人
入
寂
干
新
別
所
八
十
六
考
上
人
者
紀
州
別
當
從
五
位
下
瀧
口
左

馬
允
之
三
男
也

と
言

へ
る
と
正
に

一
致
せ
る
も
の
で
本
朝
通
鑑
亦
是
に
同
じ
で
あ
る
。

元
亨
繹
書
が
隙
師
將
來
の
菩
提
樹
を
東
大
寺
に
建
久
六
年
移
植
し
た
旨
を
記
し
、
此
の
年
は
前
記
の
檬
に
東
大
寺

へ

頼
朝
が
屡
詣
し
盛
儀
が
墨
げ
ら
れ
た
年
で
あ
る
け
れ
ど
も
、

「
存
生
の
時
は
舎
て
東
大
寺
の
事
申
し
合
は
さ
す
」
と

あ
る
か
ら
し
て
再
建
に
關
し
て
建
永
元
年
六
月
迄
は
些
の
交
捗
無
か
り
し
も
の
と
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
更
に
進

ん
で
暉
師
が
東
大
寺
再
建
に
從
事
さ
れ
た
こ
と
を
物
語
る
事
實
を
入
唐
縁
起
の
文
を
引
用
し
て
読
明
に
代

へ
ん
、

渡
海
せ
ん
と
欲
す
る
の
日
、
博
多
に
於
て
夢
に
東
大
寺
を
予
造
り
畢

る
な
り
。
奨
に
予
思
は
在
唐
の
切
な

る
あ
り

と
錐
も
、
宿
業
に
牽
れ
て
再
び
騰
朝
し
、
重
源
の
没
化
に
遭

ふ
、
其
の
年
九
月
十
八
日
勅
を
蒙
り
て
東
大
寺
の
事

を
奉
行
す
、
上
人
未
だ
作
さ
ゴ
る
事
は
都

て
造
れ
り
、
剰

へ
鐘
縷
を
造
り
畢
れ
り
、
七
重
の
御
塔
第
三
重
に
及
ぶ
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未
來
の
運
命
を
逐
思
す
る
に
五
年
に
在
り
、
御
塔
戒
壇
は
造
り
畢
ら
す
云
云
。
原
漢

右
に
よ
つ
て
灘
師
の
東
大
寺
に
關
係
さ
れ
た
る
は
建
永
元
年
に
始
ま
る
こ
と

～
、
事
業
の
内
容
を
も
略
ぽ
明
か
に
す

る
こ
と
を
得
る
の
で
あ
る
。

元
草
繹
書
が

(
榮
西
)
が
建
永
元
年
秋
九
月
勅
圭
呂東
大
寺
一幹
レ事
。
寺
罹
治

承
冠
火
一。
修
管
未
レ寛
。
以
昌榮
西
徳
望
}。
朝
廷
有
昌此

授
一。
不
レ鍮
昌四
載
一。
大
殿
層
塔
凡
當
レ有
之
所
悉
備
足
。

と
言

へ
る
は
略
要
を
得
た
者
と
言
ひ
得
る
も
、
事
業
の
内
容
は
重
源
の
功
の

一
部
を
縄
師
に
蹄
し
て
居
る
傾
が
あ
る
。

更
に
高
峰
東
暖
の
霊
松

一
枝
中
に
、
灘
師
の
東
大
寺
建
立
勧
進
に
關
す
る
沙
汰
書
三
通
が
牧
錬
さ
れ
て
居
る
、
曰
く

造
昌東
大
・寺
一事
宜
レ令
レ致
3勧
進
沙
汰
一者
。
院
宣
如
レ此
傍
執
達
如
レ件

建
永
元
年
十
月

一
日

左

中

辮

到

葉
上
上
人
御
房

鷹
レ令
下昌大
法
師
榮
酉

勧
進
東
大
寺
造
饗

事

右
左
少
辮
源
朝
臣
粂
定
傳
宣
槽
中
納
言
源
朝
臣
通
具
宣
奉
レ勅
宜
レ令
ヨ件
勧
昌進
彼
寺
造
螢
事
一者

建
永
元
年
十
月
十

一
日

修
理
東
大
寺
長
官
圭
殿
条
左
大
央
但
馬
槽
介
小
槻
宿
彌
到

當
寺
勘
進
事
宣
旨

一
紙
献
レ之
可
下令
昌存
知
給

&之
状
如
レ件

東
大
寺
再
建
と
榮
西
縄
師

(
=
二
)
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東
大
寺
再
建
と
榮
西
輝
師

(
一
四
)

十
月
十
六
日

左

大

史

到

東
大
寺
上
人
御
房

右
三
通
獲
昌之
ヲ
古
難
記
中
一..第
二
遇
近
自
昌東
大
寺
一寓
來

右
の
宣
旨
並
に
沙
汰
書
は
自
叙
の
入
唐
縁
起
の
年
弐
と

一
致
す
る
の
で
あ
る
、
當
時
求
法
者
の
宋
に
海
を
渡
れ
る
も

の
》
蓼
々
に
し
て
、
宋
の
文
化
を
研
究
し
て
居
る
も
の
は
絶
無
の
状
態
で
あ
つ
た
、
重
源
の
東
大
寺
建
築
は
上
人
の

事
跡
か
ら
推
し
て
宋
風
建
築
で
あ

つ
た
と
推
定
さ
れ
る
か
ら
し
て
、
其
の
没
後
遺
業
を
織
承
完
成
す
べ
き
適
當
な
人

は
灘
師
を
措
て
外
に
無
か
つ
た
の
で
あ
る
。
灘
師
は
既
に
宋
代
建
築
に
就
い
て
の
諸
知
識
を
博
多
聖
輻
寺

.
京
都
建

仁
寺

・
鎌
倉
壽
幅
寺
等
を
創
瓶
す
る
に
際
し
て
傾
注
さ
れ
た
爲
め
に
、
世
人
等
し
く
認
め
し
所
で
、
大
命
が
灘
師
に

下
つ
た
こ
と
は
當
然
と
云
ふ
可
き
で
あ
る
。

縄
師
の
藤
宗
流
布
の
態
度
は
創
艸
時
代
に
屡
し
た
爲
め
頗
る
積
極
的
で
あ
り
、
京
都
と
鎌
倉
の
地
を
往
來
し
て
基
礎

確
立
に
努
力
さ
れ
て
居

つ
た
事
實
に
鑑
み
朝
命
に
よ
つ
て
大
勧
進
職
を
稟
け
ら
れ
し
は
自
然
の
こ
と
に
属
す
る
も
、

灘
師
の
灘
流
布
が
即
ち
日
本
佛
教
中
興
な
り
と
の
信
念
に
墓
け
ば
、
建
化
門
中
に
の
み
佳
す
可
き
に
あ
ら
す
、
・即
ち

飴
命
五
年
な
る
可
き
を
豫
知
す
る
や
、
重
源
著
手
中
の
諸
工
事
完
結
、
鐘
模
の
新
築
、
七
重
塔
の
三
重
完
成
等
を
轄

機
と
し
て
、
鎌
倉
士
庶
の
布
敏
に
專
注
さ
れ
た
も
の
～
如
く
で
あ
る
。
吾
妻
鏡
に
よ
る
と
、
幕
府
並
に
士
庶
と
の
關

係
は
正
治
元
年
(
西
紀

一
一
九
九
)
に
始
ま
り
、
建
永
元
年
か
ら
承
治
四
年
(
西
紀

一
二

一
〇
)
に
至
る
四
箇
年
間
は
諸
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佛
事
に
榮
西
の
名
見
え
す
し
て
、
其
の
弟
子
行
勇
の
名
が
現
は
れ
て
居
る
、
然
る
に
建
暦
元
年
(
西
紀

一
二

一
一
)
十

一
月
以
後
縄
師
の
寂
年
な
る
建
保
三
年
(
西
紀

=

一
一
五
)
に
至
る
間
に
榮
西
鎌
倉
の
諸
佛
事
に
關
係
せ
ら
る
～
事
實

多
く
、
從

つ
て
鎌
倉
の
地
に
居
住
さ
れ
た
こ
と
明
で
あ
る
。
奈
良
に
あ

つ
て
東
大
寺
を
幹
せ
ら
れ
し
は
建
永
元
年
か

ら
建
暦
元
年
に
至
る
前
後
六
箇
年
と
考

へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

建
保
三
年
十
月
の
太
政
官
符
に

太
政
官
府
東
海
道
諸
國
司

鷹
'前
権
僧
正
法
印
大
和
爾
位
榮
西
替
令
閃昌法
橋
上
人
行
勇
一勧
ゐ進
東
大
寺
塔
巳
下
造
螢
甲事

右
從
二
位
行
権
中
納
言
余
民
部
卿
藤
原
朝
臣

公
定
宣
奉
レ勅
彼
榮
西
替
令
昌件
行
勇
勧
進
一者
諸
國
宜
承
知
依
宣
行
符

到
奉
行建

保
三
年
十
月
十
五
日
修
理
東
大
寺
大
佛
長
官
正
五
位
上
行
主
殿
頭
兼
左
大
史
小
槻
宿
禰
判

左
少
辮
正
五
位
下
藤
原
朝
臣
到

即
ち
行
勇
が
榮
西
藤
師
の
替
と
し
て
共
の
後
を
襲

つ
た
も
の
で
、
其
の
補
任
は
灘
師
の
寂
年
な
る
建
保
三
年
に
行
は

れ
た
も
の
で
あ
る
。
圓
照
上
人
行
状
に

(
重
源
)補
昌東
大
寺
大
勧
…進
職
}進
大
佛
殿
並
廊
等
造
功
已
畢
。
建
久
八
年
丁
巳
造
ユ
邑
戒
壇
金
堂
一。
次
灌
信
正
榮
西

補
昌大
勘
進
職
一造
昌金
堂
之
廻
廊
並
中
門
一。
次
症
嚴
房
法
印
(
行
勇
)
大
和
術
位

任
昌大
勘
進
職
一造
昌立
講
堂
並
雨
方

東
大
寺
再
建
と
榮
西
潤
…師

(
哨
五
)
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東
大
寺
再
建
と
榮
西
輝
師

(
一
六
)

廊
宇
"云
云
。

と
言

つ
て
重
源

・
榮
西

・
行
勇

・
衣
第

し
て
其

の
職

に
就

い
た
こ
と
を

示
し
て
居

る
。

當
時
八
宗
条
修
の
道
場

で
あ

つ
た
東
大
寺
再
建

に
大
命
を
拝
し
て
事
を
監
し
、
在
宋
中
修
得
さ

れ
た
羅
蓄

の

一
部
を

傾
注
さ
れ
た
こ
と
は
、
重
源
の
其

れ
と
相
ひ
侯

つ
て
我
が
國

の
各
方
面
に
大
な

る
影
響
を
及
ぼ

し
た
こ
と

は
想
像

に

難

く
な

い
、
博
多

・
京
都

・
奈

良

・
鎌
倉
等

日
本
文
化

宗
教

々
育
政
治
軍
治
等

の
中
心
地

に
於
け
る
布
敏
と
共

に

宋
風
建
築
を
移
入
し

て
魏

々
た

る
殿
堂
を
随
腱
の
中
塞

に
聾

ゆ

る
に
至
ら

し
め
た
こ
と
は
全

く
重
源

・
榮

西
爾
亘
匠

の
力

に
依

る
も
の
で
あ

つ
て
、
我
が
國
建
築
史
上
所

謂
鎌
倉
期
建
築
の

一
時
期
を
劃
す

る
濫
膓

は
叢

に
あ

つ
た
の
で

あ

る
。

①
紙
衣
謄
爲
本

②
吾
妻
鏡
第
四
巻

第
+
五
巻
等

③
東
大
寺
難
集
録

東
大
寺
叢
書
第

一
大
日
本
佛
教
全
書

④
重
源
敬
白
丈

同

第
二

⑤
吾

妻

鏡

第
+
五
巻

古
典
叢
書

⑥
鳥
刑
上
皇
御
願
文

東
大
寺
供
養
式
東
大
寺
叢
書
第

二
、

三

⑦
東
大
寺
諸
伽
藍
略
録

同

第

一

⑧
東
大
寺
落
慶
供
養
願
丈

同

第
二

⑨
四
箇
大
寺
古
今
傳
詑
拾
遣
要
新
書

伺

第

二

一
〇
九
了

二

五
頁

ニ
ニ
頁

一=

三
頁
以
下

八
頁
以
下

一
一
〇
頁

三
九
頁

二
九
五
頁
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